
	
	
	

	確定申告個別相談会のご案内


時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、商工会では、近畿税理士会芦屋支部のご協力を得て、個人事業所を対象に税理士の方々による個別相談会を下記の日程で実施いたします。
相談は無料となっております、ぜひご利用下さい。
なお、早めに下記の日程から希望日時を選定し、商工会事務局（℡：２３－２０７１）までお申し込み下さい。
（時間の都合で少々お待ちいただく場合がありますのでご容赦下さい）
また、下記の相談内容以外のご相談はご遠慮下さい。
記

	相 談 内 容
	消費税申告書と個人事業所得・不動産所得に
おける決算書及び確定申告書作成

	相 談 場 所
	芦 屋 市 商 工 会 館

	相 談 日 時
	月
	２　月
	３　月

	
	日
	１６


	１
	５
	９
	１２

	
	曜日
	木

	木
	月
	金
	月

	
	時間
	午 後 １ 時 よ り ４ 時 ま で


　商工会館へは、阪急バスでは【業平橋バス停】、阪神バスでは【芦屋川バス停】で降りられると便利です。
確定申告個別相談会に持参していただきたい書類等
□　平成２２年度の課税売上が１，０００万円を超え、消費税を納める義務のある課税業者は非課税売上と非課税経費の明細等。
□＊平成２３年分（控と提出用）確定申告書と決算書

□＊平成２２年分確定申告書（控）と青色決算書（青色申告をしている人）（修正申告をされた人は修正申告書）
□＊平成２２年分決算準備表
    ・決算準備表までは必ず作成して下さい。
　　 ・なお、判らない方は説明をさせて頂きますので早い目にご連絡下さい。
□＊生命保険、個人年金保険、地震保険、国民年金社会保険料の所得控除
証明書
□＊小規模企業共済掛金の所得控除証明書
□＊国民健康保険の支払証明書
□　１０万円以上で取得した事業用資産の領収書等の明細
　　　敷金、内装費用等も含む。また、営業用車両の場合はナンバーを確認。
□　平成２３年中に譲渡した事業用資産の明細（下取等を含む）
□  株式配当金の通知書等
□　１０万円以上支払った医療費領収書
□　住宅ローン控除の証明書
□　配偶者・扶養親族控除の確認（生年月日等、配偶者の年収金額）
□　年金・給与所得等がある場合、支払報告書
□　その他の所得で報酬料金契約金及び償金の支払調書
＊印は必ず用意してご出席下さい。

	相談無料
	
	当相談会では
税法の知識を有した専門家である税理士が、

皆さんのご相談に応じます。

（税理士には、守秘義務があります）


	　芦 屋 市 商 工 会　　

	


芦屋市公光町４－２８
電話　２３－２０７１
FAX　３２－４１７７
個人の事業所得・不動産所得・消費税に関する









